
こども誰でも通園制度総合支援システム（通

称：つうえんポータル）のログイン前ホーム画

面にアクセスします。利用者登録画面に移動

し、必要事項を入力します。 

 ※別紙「利用者向け案内資料_利用促進リ

ーフレット」参照 

登録された内容を市で確認し、認定します。 

認定されると、つうえんポータルへのアカ

ウントが発行され、登録したメールアドレス

により通知されますので、パスワードの設

定を行います。 

○利用までの流れ 

 こども誰でも通園制度を利用するためには「こども誰でも通園制度総合支援システム」の利

用が必要になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．システムにアクセスする 

２．利用者登録し、認定を受ける 



つうえんポータルから利用したい

施設を選び、予約します。初めて

利用する施設は面談した後に利

用できるようになります。また、

前回の利用から半年以上経過し

た場合も面談が必要です。面談後

に利用予約を行います。利用予約

は利用する7日前までに行う必

要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．利用希望施設への面談申込 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．面談の実施 

５．利用予約 



利用者は登降園の際、園が提示する2

次元コードを読み取ります。「利用開始

（利用終了）登録ボタン」をクリックして

登録します。当日の状況は施設が行動

記録をシステムに残すことが出来、利

用者はそれを確認することが出来ま

す。 

利用料は利用後に施設に支払います。 

利用予約は決まった曜日・時間帯で継続的に利

用する定期利用と、必要なタイミングでスポット

的に利用する柔軟利用から選択し予約します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．当日の利用 


